
に
よ
る
試
算
で
は
、公
立
保

育
園
、民
間
保
育
園
の
収
入

増
が
8
2
0
万
円
。認
定
こ

ど
も
園
、幼
稚
園
へ
の
施
設

型
給
付
費
の
歳
出
減
が
約

3
9
0
万
円
だ
。

問
　
値
上
げ
の
対
象
者
は
ど

の
程
度
い
る
の
か
。

答　
7
年
10
月
1
日
現
在
、

第
3
階
層
35
人
、第
4
階
層

68
人
、第
5
階
層
1
8
1
人
、

第
6
階
層
1
5
9
人
、第
7

階
層
24
人
、第
8
階
層
19
人

だ
。

市
長
、副
市
長
、教
育
長
、

議
員
の
報
酬
を
そ
れ
ぞ
れ

１
・
４
％
引
き
上
げ
る
３
つ

の
条
例
は
、市
議
会
で
、賛
成

な
し
で
否
決
さ
れ
ま
し
た
。

Q
　
答
申
を
出
し
た
特
別
職

報
酬
等
審
議
会
で
は
、ど
の

よ
う
な
意
見
が
あ
っ
た
の
か
。

A　
市
民
の
代
表
と
し
て
重

責
を
果
た
す
た
め
、努
力
を

惜
し
ま
ず
頑
張
っ
て
い
る
、財

政
需
要
は
増
加
傾
向
に
あ
り
、

歳
出
の
縮
減
や
歳
入
の
増
加

が
課
題
と
な
っ
て
い
る
な
ど

の
意
見
が
あ
っ
た
。

Q
　
近
隣
市
の
状
況
は
。

A　
津
島
市
は
据
置
き
、弥

富
市
、稲
沢
市
は
１・４
％
だ
。

〇
保
育
所
等
給
食
費
補
助

1
4
9
0
万
2
千
円

副
食
費
を
令
和
8
年
1

月
か
ら
3
月
ま
で
無
償
に
し

ま
す
。

〇
上
水
道
料
金
免
除　
　

5
3
2
7
万
5
千
円

水
道
基
本
料
金
を
令
和

8
年
2
月
か
ら
3
月
ま
で
免

除
し
ま
す
。

〇
小
中
学
校
給
食
費
無
償
化

7
5
2
1
万
4
千
円

令
和
８
年
１
月
か
ら
３
月

ま
で
の
給
食
費
を
無
償
に
し

ま
す
。ア
レ
ル
ギ
ー
対
応
な

ど
で
給
食
が
食
べ
ら
れ
な
い

場
合
や
市
外
通
学
者
に
は
、

給
食
費
相
当
額
を
支
給
し
ま

す
。

Q
　
保
育
所
等
給
食
費
補

助
事
業
の一人
当
た
り
補
助

額
は
。

A　
月
額
上
限
３
５
０
０
円

に
６
０
０
円
か
ら
１
５
０
０

円
を
上
乗
せ
補
助
し
、副
食

費
を
無
償
化
す
る
。

Q
　
小
中
学
校
給
食
費
無

償
化
等
事
業
の一人
当
た
り

補
助
額
は
。

A　
小
学
生
1
万
7
5
0
0

円
、中
学
生
1
万
9
5
0
0

円
。

Q
　
こ
れ
ら
3
事
業
を
選
ん

だ
理
由
は
。

A　
交
付
金
事
業
の
施
策
に

は
、子
育
て
支
援
策
も
設
定

さ
れ
て
い
る
。今
後
、交
付
額

の
残
額
で
市
民
に
対
し
て
有

効
な
施
策
を
打
ち
出
す
。

1
億
7
8
4
8
万
1
千
円

18
歳
ま
で
の
子
ど
も
1
人

に
つ
き
2
万
円
を
支
給
し
ま

す
。

Q
　
対
象
人
数
、支
給
時
期

は
。

A　
８
６
６
０
人
を
想
定
し

て
い
る
。第
１
回
目
の
支
給

を
２
月
下
旬
に
予
定
。

7
万
9
千
円

Q
　
地
域
公
共
交
通
活
性

化
協
議
会
を
立
ち
上
げ
た

理
由
と
目
的
は
。

A　
地
域
住
民
の
ニ
ー
ズ
の

把
握
や
関
係
団
体
と
の
協
議

を
行
う
場
と
し
て
、法
定
協

議
会
を
立
ち
上
げ
た
。

公
共
交
通
の
方
向
性
を
示

す
地
域
公
共
交
通
計
画
を

策
定
し
、事
業
の
実
施
と
評

価
を
行
う
目
的
だ
。

Q
　
協
議
会
の
構
成
員
は
。

A　
委
員
構
成
は
20
人
以
内
。

地
域
住
民
、学
識
経
験
者
に

加
え
、行
政
機
関
や
交
通
事

業
者
の
関
係
団
体
で
構
成
す

る
。

議案質疑

物
価
高
騰
対
応
重
点
支
援

地
方
創
生
交
付
金
を
活
用

物
価
対
応
子
育
て
応
援

手
当
を
支
給

地
域
公
共
交
通
活
性
化

協
議
会
を
設
置

市
長
、
副
市
長
、
教
育
長
、

議
員
の
報
酬
を
引
き
上
げ
る

3
条
例
を
否
決

議
論
の
中
か
ら
新
発
見

議
論
の
中
か
ら
新
発
見

▲保育料　利用者負担表対照表

7,000円

14,400円

20,300円

30,400円

36,200円

37,700円

第3階層

第4階層

第5階層

第6階層

第7階層

第8階層

区分 標準時間
負担額

短時間
負担額

標準時間
負担額

短時間
負担額

8,100円

16,300円

23,300円

33,600円

41,900円

50,100円

6,800円

14,100円

19,900円

29,800円

35,500円

37,000円

8,000円

16,100円

23,000円

33,100円

41,300円

49,300円

改正前 改正後
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